
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基本協定書における取組事項 

・地域資源の活用等を通じた、まちの新たな魅力づくり 

・様々な主体による地域交流や地域活動の持続的な推進 

・多世代、多文化、働き、学び、暮らしの安全安心等 

・暮らしを支える拠点の形成    など 

   

２ 基本協定存続期間 

  令和２年 12 月 23 日～令和５年３月 31 日  

 

３ 基本協定による今後の取組（予定）  

 地域活動団体、学校など様々な主体に参加いただきながら、イベント等を通じて、地

域交流や地域活動の推進などを進めていき、まちの機運を盛り上げるような取組を実施。 

今年度は、動画による魅力発信や周辺小学校と連携した取組を進めます。 

 

（参考）星川駅周辺等のまちづくりの経緯 

  平成 30 年３月  都市計画マスタープラン保土ケ谷区まちづくり計画 改定 

           保土ケ谷区バリアフリー基本構想（星川・天王町・保土ケ谷駅周辺）策定 

  平成 30 年 11 月  全線高架化 

  令和２年 12 月  星川駅周辺地区総合的なまちづくりガイドライン 策定 

 令和４年度    周辺道路、駅南口交通広場 供用開始（予定） 

 

 

 

お問合せ先 

保土ケ谷区区政推進課長 宮本 薫 Tel 045-334-6220   

 

令和２年 12 月 24 日 
保土ケ谷区区政推進課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

 

星川駅から天王町駅周辺は、相模鉄道本線（星川～天王町駅間）連続立体交差事業により、

鉄道の高架化や周辺道路および駅南口交通広場等の整備、鉄道高架下の活用が検討される 

など、まちが大きく変化しようとしています。 

この機をとらえ策定した「星川駅周辺地区総合的なまちづくりガイドライン」では、 

地区の目標として「利便性が高く魅力あふれるまちづくり」を掲げています。 

これらとあわせて、星川駅から天王町駅周辺の魅力づくりを推進するため、保土ケ谷区役

所、株式会社相鉄アーバンクリエイツ、株式会社相鉄ビルマネジメント、相模鉄道株式会社

の４者で、「星川駅周辺等の魅力づくり基本協定書」を令和２年 12 月 23 日に締結しました。 

利便性が高く魅力あふれるまちづくりのために 

星川駅周辺等の魅力づくり基本協定を締結しました。  



星川駅周辺等の魅力づくり基本協定書 

 
保土ケ谷区（以下「甲」という。）と株式会社相鉄アーバンクリエイツ（以下「乙」という。）、株式

会社相鉄ビルマネジメント（以下「丙」という。）、及び、相模鉄道株式会社（以下「丁」といい、乙と
丙と丁を合わせ「乙等」という。）は、星川駅周辺等の魅力づくりに関して、次のとおり協定（以下「本
協定」という。）を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 本協定は、星川駅周辺地区総合的なまちづくりガイドラインにおける「利便性が高く魅力あふ
れるまちづくり」のため、星川駅から天王町駅周辺の魅力づくりを推進し、甲と乙等双方が互いに理
解・尊重し、対等な関係のもとに協働を進めていくために必要な事項を定めるものとする。 
 
（市民等との協働） 
第２条 甲及び乙等は、市民、各種団体、学校、民間企業等との連携及び協働により、本協定に基づく
取組を推進する。 
 
（取組事項） 
第３条 以下の項目について取組むものとする。 
（１） 地域資源の活用等を通じた、まちの新たな魅力づくりに関する事項 
（２） 様々な主体による地域交流や地域活動の持続的な推進に関する事項 
（３） 多世代、多文化、働き、学び、暮らしの安全安心等に関する事項 
（４） 暮らしを支える拠点の形成に関する事項 
（５） その他地域の課題解決に資する事項 
 
（役割分担） 
第４条 本協定に基づく取組の推進にあたって甲及び乙等の役割分担については、別表に定めるもの
とする。ただし、取組の進捗に応じて見直しができるものとする。 
 
（協定の存続期間） 
第５条 本協定は、協定締結の日から令和５年３月 31 日までとする。 

 
（協議） 
第６条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙等で協議の上定めるものと
する。 
 
 

 
 
 
本協定の締結を証するため、協定書を４通作成し、甲、乙、丙、及び、丁それぞれ記名押印の上、その
１通を保有する。 
 
 
 
令和２年 12 月 23 日 

甲 
   横浜市保土ケ谷区川辺町２番９号 

横浜市保土ケ谷区長 出口 洋一 
 

   横浜市西区南幸二丁目１番２２号 
乙  株式会社相鉄アーバンクリエイツ 

代表取締役社長  森村  幹夫 
 

   横浜市西区南幸二丁目１番２２号 
丙  株式会社相鉄ビルマネジメント 
   代表取締役社長  森村  幹夫 

 
   横浜市西区北幸二丁目９番１４号 
丁  相 模 鉄 道 株 式 会 社 
   代表取締役社長  千原  広司 



別 表 

   
 
  役割分担表 
 
 
 
 
 
 

 役  割 

保土ケ谷区 
・勉強会、イベント等の実施 
・ホームページ掲載、広報 
・公共施設の利用に係る調整 

㈱相鉄アーバンクリエイツ 

㈱相鉄ビルマネジメント 

・勉強会、イベント等の実施 
・地域の研究・調査 
・メディア制作・PR、地元取材 
・所有施設の利用 

相模鉄道㈱ 

・イベント等の諸活動における 
 星川駅～天王町駅間の連続立体交差事業 
 関連用地の利用、駅施設の利用 
・鉄道事業に係る写真提供 
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